
国際連合及び、専門機関における

多数国間条約の締結過程

篠 原 梓

I 問題の所在

日世紀後半から19世紀にかけてのヨーロッパにおける産業革命の進展

は，科学技術・交通通信の飛躍的な進歩をもたらし，その結果国際社会

は従来よりもはるかに緊密な関係を持つに至った。このような国際関係

を秩序づけ，規律していく規範の必要性から，立法的な内容を持つ多数

回開条約が， 19世紀後半からさかんに締結され始めた。これと時を同じ

くして，継続的な国際関係の処理に当たる国際事務局が多数国間条約に

よって設立され，今世紀に入ってからの有機的な組織化を経て，今目的

国際機構へと発展してきている。すなわち多数回開条約と国際機構とは，

ともに国際社会の共通利益の実現・国際協力の促進を目的として作り出

された，現代国際法を特徴づける制度であると言うことが出来d
多数回開条約と国際機構とは，国際社会において同ーの機能・目的を

持つ並列的な関係に止まらない，より密接な相互依存関係にあるとみら

れる。多数国間条約によって設立された国際機構，中でも国際連合のよ

うな普遍的機構は，現在のところ主権国家に上位して立法権限を行使す

る超国家的な存在とはみなされない！｝従ってその活動の成果を実効的な

規範として定着させていくためには，更に多数回開条約を準備・作成し，

国家の同意を得ることが不可欠となってくる？他方，多数国間条約特に

国際社会の共通利益の実現を目的とし，それ故国家の普遍的な参加を指

向する一般的多数国間条約（”の締結は，その準備・作成における国際機

構の協力なくしては，もはや十分ではないとさえ言われている？では，
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多数回同条約は国際機構において，どのような手続を経て締結に至るの

であろうか？国際機構における多数国間条約の締結手続が，伝統的条約

法とは異なる特異性を持っか否かという観点から検討を加えていきたい。

すなわち，条約法に関するウィーン条約第5条「この条約は，国際機構

内構成文書である条約又は国際機構の内部で採択される条約に，適用さ

れる。ただし，その機構内関連規則の適用を妨げない」という規定中の，

「その機構の関連規則」とはいかなるものであり，又ウィーン条約第二部

第一節「条約の締結」に規定される規則とどの程度異なるのかという問

題である。

ここでは，条約が成立するまでの集合的行為である手続については第

II章の集合的過程において，その後の国家の個別的行為に関する問題を

第III章の個別的過程において，便宜上分けて考察していく。又国際機構

としては，国際迎合及び専門機関の中，設立条約が条約締結手続につい

ての明文規定を設けている機構（！LO・ユネスコ・ WHO・FAO）と，詳

細な規定には欠けるが条約締結の慣行が存在する機構（国連・ IMCO・ 

!CAO）を取り上げることとする。

II 集合的過程

(1) イニシアティプ

ユネスコ憲章第l条2項｛c）は，「世界的遺産である図書，芸術作品並び

に歴史及び科学の記念物の保存及ぴ保護を確保し， Eつ，関係諸国民に

対して必要な国際条約を勧告すること」を， WHO憲章第 2条（k）も，「国

際的保健事項に関して，条約，協定及ぴ規則を提案」することを，そし

てIMCO条約第3条（b）も，「条約，協定その他の適当な文書の案文を起草

し，それらを政府及び政府問機関に勧告し，並びに必要な会議を招集す

ること」を，それぞれ機構の任務としている。国連の場合は，憲章第62

条3項が社会経済理事会の任務及び権限として，「総会に提出するための

条約案を作成すること」を具体的に挙げているが，総会については，憲



多数回開条約の締結過程 37 

章第13条1項aが「国際法の漸進的発達及ぴ法典化を奨励することJ と

いう抽象的な表現を用いて，総会の研究及び勧告の目的としている。！LO

憲章・ FAO憲章にはこのような規定は見当たらないが，条約締結手続につ

いての詳細な規定が別に設けられていることから，任務及び権限は当然

に推定される。最後に！CAO条約は，条約締結についてのいかなる規定

も含まないが，機構の 般的な目的を遂行するために，既にいくつかの

多数国間条約を成立させている。

このような任務を実現するために，機構のいかなる機関が条約締結の

イニシアティプをとるのであろうか。まず国連においては，先に引用し

た規定から，総会と経済社会理事会的権限が認められているが，総会の

下部機関である国際法委員会も，国際法の法典化の分野では独自のイニ

シアティプをとることが可能となっている（国際法委員会規程第四条）。

同様に FAOでも総会と理事会内双方が，「食糧及び農業に関する問題に

ついての条約又は協定を，承認し， Eつ．加盟国に提出することができ

る」が，一般的な条約又は協定については総会が，地域的なものや実施

のための補足的協定については理事会が，それぞれ承認すべきものとさ

れているところから，イニンアティプに関しても事実上の分担が設けら

れているとみられる（FAO憲章第14条1・2項）。又！LOとユネスコに

おいては，総会の議事日程の決定という形で，条約締結のイニyアティ

ブは理事会又は執行委員会によって開始される（！LO憲章第14条1項・ユ

ネスコ憲章第5条5項（a））。！LOの理事会は．「総会による条約・・・・・の採

択の前に予備的な会議又は他の方法で完全な技術的準備及び最も関係の

深い加民国の充分な協議を確保するJ ことが義務づけられているし（憲

章第14条2項），ユネスコの執行委員会も諮問委員会の準備調査に基づく

見解を総会に提示することが慣行になっていることから，単に手続的な

作業に止まらない実体的な役割を果しているとみられる？その他的機構

においては，設立条約上明文規定は存在しないものの，条約締結のイニ

シアティプをとる権限は，最終的に総会にあると認められる。
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(2）準備研究と起草

準備研究は通常事務局によって行なわれ，事務局長報告としてまとめ

られたものが，総会又は条文作成を行なう委員会等に提出される。事務

局長報告には，条約が取扱う事項についての様々な観点からの調査に加

えて，作成されるべき条約に関してのアンケート調査に基づく加盟国の

見解も含まれる。この他！LOにおいては技術的準備委員会が，ユネスコ

では諮問委員会が別に設置され，条約作成が総会の議事日程に上程され

る前の段階での準備研究に当たっている。又国連の場合は，事務総長の

他総会又は経済社会理事会の下部機関（国際法委員会・人権委員会・麻薬

委員会・婦人の地位委員会等）均九実体的な準備研究を担当することが多

くみられる。

起草機関としては，！LOでは起草委員会が，ユネスコでは専門家委員

会が常設され，一貫して条約の起草に当たる。これに対して FAOの場

合は，「専門的な会合又は会議（憲章第14条1項（a））」が招集されて起草を

行ない， IMCOでは理事会が条約草案を準備する。最後に国連において

は，条約の起草についての統的な手続又は慣行は存在していない。国

際法委員会の独自のイニシアティプlこ基づく法典化条約の作成には，一

貫した手続が定められているが（国際法委員会規程第16・17条），他の場

合は問題の状況に合わせて柔軟な対応がなされている。従って準備研究

に当たった下部委員会が引続き草案を作成することが多いが，起草過程

て引の委員会に付託されたげ事務総長が第一草案を作成したげ他の

国際機構と協力して条約を起草した例附等がみられる。

(3）採択

国際機構の総会が多数国間条約の採択を行なうことが，設立条約上制

度化されているのは，！LO（憲章第19条2項）ユネスコ（憲章第4条4項）

WHO（憲章第19条） FAO（憲章第14条l項：ただし地域的条約又は協定，

及び実施のための補助的協定は理事会によって採択される）の四機構であ

る。一般の多数国間条約の採択は，特別に招集された国際会議において，
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「出席して投票した国の3分の2以上向多数決により行なわれる」のが原

~lj となっている（ウィーン条約第 9 条 2 項）。従って常設的な国際機構の

総会で多数国間条約を採択することは，少なくとも形式的には伝統的な

条約締結手続からの離脱と認められよう。しかし，総会が通常の国際会

議と同じ一国一票の票決制度を採用する限り，採択条件も全て 3分の 2

多数決であるところから，実質的相異はほとんどないと言える。ここで

問題となるのは，総会が政府代表と並んで使用者代表と労働者代表を含

む三者構成（tripartiterepresentation）をとる ILO町場合である。しかも

各代表は国内議会と同様に個人的判断てー投票することが原則となってい

ることも，通常の国際会議は勿論他の機構内総会とも全〈異なる性格を

示Lている？従来国際法の主体て”ある国家の代表者によってのみ採択さ

れていた条約の内容の決定に，個人の参加を実現させた点で画期的試み

であり，それ故！LO総会における多数国間条約の採択に，準立法的な性

格を認める根拠のーっとされているのでーある？

他方IMCOと！CAOにおいては，条約の採択は総会ではなく，機構に

より別途開催された条約締結のための国際会議において行なわれる。こ

れは条約を加盟国間だけのものとしないてゆ’より広い範囲の国々の参加

を可能とするためにとられる手続で，その結果伝統的な採択方法を踏襲

することになる。

国連の場合は憲章に条約採択についての明文規定は存在しないが，国

際連盟が1926年同奴隷条約等ー迭の条約を採択してきたことから，慣行

上確立した権限が認められている。これに基づいて総会は， 1946年の特

権免除条約 !RO憲章， 1948年内集団殺害（ジェノサイド）の防止及び処

罰に関する条約等，その活動の初期においてはいくつかの条約を採択し

ている。他方1946年のWHO憲章Ii，経済社会理事会内招集（憲章第62

条4項）により開催された国際会議で採択されるというように，慣行は一

定していない。その後総会における条約採択は，限られた時間内での総

会の任務遂行上望ましくないとの判断（1949年総会決議262(N））により，
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別途国際会議を開催することが一般的慣行となった。しかし総会におけ

る多数回開条約の採択が全〈廃止されたわけではなしその後も1966年

の人権規約， 1979年の婦人差別撤廃条約等特別なものは総会において採

択されている。

(4）署名

条約締結における署名は，その法的効果から次の2種に分けることが

出来る。すなわち条約本文の認証（ウィ ン条約第10条（b））の効果を持つ

署名と，条約によって拘束されることに対する同意の表明（同第12条）た

る署名である。この中後者に関しては，第III章でb条約に対する同意の表

明に含めて検討を加えることとする。前者の場合，伝統的には国際会議

における条約の採択の後直ちに参加国代表によって署名されるのが原目lj

でhあったため．国家による個別的行為から構成されるものの，その効果や

性格から集合的過程に含めるのが適当と考えられた。しかし多数回開条

約の増大に伴い，締約国の範囲拡大を容易にする法技術として，近年は

会議終了後一定の期間条約をより一般的に署名のために開放する手続が

多〈採用されるようになった（謂ゆる後からの署名）？その結果署名の本

来の性格が変容するばかりでなく，法的効果も稀薄になったと認められ

る。すなわち署名が同時に行なわれない場合には，条約本文の確定に時

間的なずれが生じ認証は個別的な行為的集積としてしか成立しない。

又会議に参加しなかった国による後からの署名に，本文確定の要素を見

出すのは困難となり，むしろ加入としての同意の表明に先行する手続と

するのが適当であろう？従って署名は条約本文の認証という効果から遠

ざかり，条約に対する同意の表明の一部として，個別的過程に含まれる

手続となってきたのである。

ところがこのような伝統的な国家による署名を一切省略した，条約本

文の新しい認証方法が，一部の国際機構において採用されている。 !LO 

の総会で採択された条約は，「総会議長及び事務局長町署名によって認証

（憲章第19条4項）」されるが，この手続は！LO総会が通常の国際会議と
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は異なり，政府代表の他に使用者代表や労働者代表からも構成されてい

ることから．国家のみによる認証を排して機構の機関の署名をもってこ

れに代えているのである。従って！LO総会の三者構成は，その採択機関

の特異性に止まらず，伝統的な条約締結手続の実質的な変更をももたら

したと言えよう。この新しい認証方法は，総会が通常的国際会議と同じ

構成をとるユネスコ（Rulesof Procedures第14条）及びFAO（憲章第14

条5項）によって踏襲されている。これら三機構においては，条約本文の

認証はもはや国家による個別的行為の集積という方法をとらず，機構の

行為として権限が集約されているとみられる。すなわち条約本文の認証

までの手続が，多数国間条約締結の集合的過程と認められるのである。

これに対して，国家による伝統的認証方式を採用する他の機構では，署

名は同意の表明と同様個別的過程に含まれることになる。

(5) まとめ

以上多数回開条約の国際機構における締結の集合的過程について検討

を加えてきた。各機構の手続は，設立条約に詳細な規定が設けられてい

る場合（！LO・FAO), 内部規則又は一貫した慣行が確立している場合

（ユオ、スコ IMCO）は，これに従うことになる。国連においては，憲章

規定は勿論内部規則も慣行も，統一的な手続を定めていないため，多

数国間条約の締結は分散的かつ非体系的な過程をとるとみられる？この

ように各国際機構によって，多数国間条約の締結の基礎や全体像は異な

るものの，個々の手続にはかなりの共通性が認められる。その特徴は，

条約締結主体たる個別国家の行動とは独立した機構の機関の行動として，

条約が準備・起草されるところにある。条約本文の採択が機構の機関に

おいて行なわれる場合も，！LOを除いては，伝統的な条約締結手続から

実質的に背離するとは認め難い。しかしこれに続〈国家による署名の省

略は，条約本文の認証主体を変更し，伝統的条約法とは異なる手続を採

用していると言えよう。このように機構によっては条約本文の認証まで

が集合化きれている，国際機構における多数回開条約の締結の集合的過
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程は，園内議会の立法過程に非常に似た外観を呈してきたと言われるこ

とがある？それにもか古語わらず，国際機構における多数国間条約の締結

が国際立法と認められない理由は，次の個別的過程的検討から明らかに

なるのである。

III 個別的過程

(1) 条約に対する同意向表明

ウィ ン条約第11条は，条約によって拘束されることに対する囲内同意の

表明方法として，署名・条約の意味を持った文書の交換 批准・承認・

受諾加入を挙げている。この中伝統的条約法における多数国間条約の

締結手続では，署名＝批准又は加入が最も一般的な同意の表明方式とさ

れていた。これに承認・受諾という新しい用語が同意の表明として使用

されるようになったのは，国際機構における形式の簡略化的試みに負う

ところが大きい。国連において締結された多数国間条約中の半数近くが，

先に述べた如〈批准を省略した署名のみを同意の表明としたり，逆に署

名を省略して承認加入のみを同意の表明方法として採用したり，ある

いはこれらを複合して固に自由に選択させる方式をとっている？しかし

このような革新はあくまでも形式上のもので，条約義務の発生に同意の

表明が不可欠なことには，いささかの変更もない。立法に近い集合的手

続を経て成立した多数回開条約と錐も，条約締結の基本たる同意原則は

依然として維持されているのである。

この同意向表明段階で国際機構が果す役割は，事務総長又は事務局長

が同意の表明の通知（！LO態章第四条5項（d）・ WHO憲章第20条）や文書

の寄託（ウィーン条約第16条（b））を受けたり，これに基づいて登録（国連

憲章第 102条1項・！LO憲章第20条）を行なうという受動的な活動に限定

されている？しかも同意に伴って表明される留保等についてもいかなる

法的判断も加えないことが原則となっているため，寄託機関は純粋に行
制

政的な機能のみを果すと認められる。すなわち同意の表明は国家を主体
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とする個別的行為であり，国際機構はこれを補助する行政的事務を行な

うにすぎないのである。

(2）批准遅延

同意原則により，条約が未だ同意を表明していない国に対していかな

る義務も与えないとすれば，同意の表明は無期限かつ自由な行為という

ことになる。その結果，多数国間条約の締結過程に特異な障害として，

批准遅延という問題が生じて来た？この現象は今世紀初頭から明らかと

なり？国際連盟総会も1926年には本格的にこの間題に取り組んでいる。

国際連盟が行なった調査によると，批准遅延の理由は条約への反対や不

満等の批准拒否という明確な意図に基づくものは少なし単に国の政府・

行政機構の働きの鈍さ（governmentalinertia）に内在し，成行きを見守

る態度（wa臼hfulwaiting）によって更に拡大していくと分析された？こ

の調査結果に基づき， 1930年から調査・公表という間接的な手段による

批准促進活動が開始され，かなりの成果を収めることが出来たとみられ
困

る。

国連の時代に入っても批准遅延の現象は引続き，そこで締結された多

数国間条約も発効までに 5年から10年の時日を要するものが多い。これ

に対して，人権規約の場合のように総会が加盟国に対して特定の条約の

批准を要請する勧告を採択した先例はあるものの，国際連盟にみられた

批准促進活動は行なわれていない。 1968年の国際法委員会において，法

典化条約の批准の遅延について活発な議論が交きれ，様々な提案がなさ

れたが，最終的に結論は出きれなかった？この議論の過程でも，次に検

討する批准遅延の問題を制度的に解決しているILO・ユネスコでとられ

ている方式が，大きな影響を持っていたと考えられる？

(3）未批准条約に関する加盟国の憲章上の義務

批准という形で条約に対する最終的な同意を表明していない署名国は，

一般的に信義則に基つ’〈「条約の対象と目的を阻害しない義務（ウィー

ン条約第18条（a））」を有するのみで，それ以上のいかなる義務も条約に対
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して負わないとされている。まして第II章でみたように，国家による署

名が省略されている！LO・ユネスコ・ FAOて1土，採択に参加しただけの

加盟国には，このような義務も存しないことになる。ところが憲章規定

(!LO憲章第四条5項（b）・ユネスコ憲章第4条4項）により，総会が採択

した条約を会期終了後1年から18か月以内に圏内の権限ある機関に提出

することが，！LO・ユネスコの加盟国には義務づけられている。従って，

総会において自国の政府代表が条約の採択に反対票を投じた場合であっ

ても，採択された条約を国内議会へ提出しない，もしくは遅らせる選択

をとる余地は，政府には残されていない。しかも！LOでは，議会に提出

するために執った措置を事務局長に報告する（憲章第19条5項｛c））ととも

に，議会の「同意を得たときは，条約の正式の批准を事務局長に通知（同

条5項（d））」することが加盟国の義務とされ，この段階でも政府内判断で

批准を差控えることは許されていない。同様にWHOでも条約又は協定

の採択から18か月以内に，受諾に関する憲法上の手続を執ることが加盟

国に義務づけられ，「その執った手続を事務局長に報告しJ，不受諾の場

合は「理由を述べた文書を提出」しなければならない（憲章第20条）。受

諾に関する憲法上の手続とは，！LOやユネスコの規定的如き具体性には

欠けるが，議会への提出義務と解釈されている。しかしWHO総会は未だ

いかなる条約又は協定も採択したことはなく，従ってこの未批准条約に

関する加盟国の義務が明確な形で実現されたことはない。

他方FAOの場合は，未批准条約に関する義務はこのような実体的内

容をもつものではなし専ら報告義務として加盟国に課されている。す

なわち加盟国は「条約に基いてとられた行動に関する報告（憲章第11条

1項）」を，「総会が要請する時期に総会が要請する形式で（同条2項）」

定期的に行なわなければならず，この報告は事務局長によって公表され

る（同条3項）。これは！LOの先に述べた条約を談会に提出するために執

った措置の報告義務（憲章第四条5項（c））と，議会の同意を得なかったと

きの「条約で取り扱われている事項に関する自国の法律及び慣行の現況」
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や「条約の批准を妨げ，又は遅延させる障害」についての定期的報告義

務（同条5項（e））に相当するとみられる。これ程詳細な内容は持たないが，

同様に条約又は協定に関して執った措置や行動を定期的に報告する義務

は，ユネスコやも~HO にも認められる（ユネスコ憲章第 8 条・ WHO憲

章第62条）。従ってこれらの機構においては，先に述べた国際連盟の批准

促進活動と同種の手続が，憲章上の報告義務という形で制度化されてい

るのて、ある。

以上の制度は全て批准遅延の防止という実際上町効果を持つが，更に

!LO・ユネスコ ・WHOの制度は条約締結の本質たる同意原則におけ

る主権国家の自由に 定の制約を加えているという占で，非常に重要な

意味を持つと言える？この制約は主として加盟国内行政府の行動の自由

に対して加えられているものであり，議会の判断の自由は全面的に維持

されている。すなわち国際社会の共通利益の促進という，多数回開条約

及び国際機構の最終目的と，外交関係に対する民主的コントロールとい

う目的を両立させるための，謂わば接点に存在する制度であると考えら

れる。従って未批准条約に関しては信義則による以外いかなる義務も設

けていない条約法とは異質の，国際機構における条約締結に特異な全〈

新しい制度と認めることが出来る。そしてこのような手続を，憲章規定

によって加盟国の一般的な義務として予め設定しているのは，これらの

機構が国際社会における規範定立の必要性と深〈結びついた目的をもっ

て設立されている事実に基づく。従ってこの手続は，国際機構における

条約締結で初めて実現された，画期的な制度と言えるのである。

(4）条約の実施を磁保するための制度

条約はその目的を成す実体規定とともに，条約の実施を確保するため

の手続規定も，多くの場合含んでいる。この手続規定の起草が，条約を

有効に機能させる上で非常に重要な役割を果すことになるが，この点に

ついても国際機構において締結される条約は，特異な状況にあると言え

る。この問題は本来条約の履行過程におけるものであり，締結過程に含
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まれるとは認め難いが，！LOにおいては条約の締結手続と実施を確保す

るため手続は一体を成しているという認識のもとに，ここで簡単にその

制度及ひー他の機構の状況について触れることにする。

!LOでは，条約の実施を確保するための手続が憲章規定によって制度

化され，締結された労働条約に一般的に適用されている。まず「当事国

となった条約の規定を実施するために執った措置について」年次報告を

すること（憲章第22条）が加盟国に義務づけられているが，これと同様の

制度はWHO（憲章第20条）やFAO（憲章第11条1項）においてもみられ

る。更にこの年次報告は専門家委員会の準備的・技術的研究を経たl上で，

総会の下部機関である「条約適用のための委員会」で詳しく検討され，

最終的には総会に提出される？又条約が遵守されなかった場合は，純粋

に公益上の観点からの「条約不遵守の申立（憲章第24条j」制度が設定さ

れ，王里事会による弁明の勧誘・その公表により，一般的な監視体制が整

えられている。これとは別に通常の紛争条項に相当する「条約違反に対

する苦情（憲章第26条）」制度が規定され，理事会によって設けられた審

査委員会的勧告が受諾されない場合は，国際司法裁判所への付託の途が

残され（慾章第29条2項），最終的には理事会が適当と認める措置が総会

に勧告される（憲章第33条）。これらの単なる報告手続に止まらない司法

的又は準司法的な手続により，！LOの活動は規範的定立及ひ酬その実施の

確保という，より大きな観点から捉えることが可能となっているのであ

る。

これに対してユネスコ憲章は，条約の実施を確保するための制度を設

けていない。条約の実施についての報告は一般報告義務（憲章第8条）に

含まれているものの，その後の検討や公表についての手続は規定されて

いない。そこてeユネスコにおいて締結された条約は，個々にその条文に

よって総会に対する定期的報告義務を設定し，検討・公表を可能にして

いる？更に例外的に教育における差別撤廃条約が，！LOの苦情制度とほ

ぽ同じ手続を，紛争解決のための選択議定書として導入しているが，選
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択議定書の批准状況は決して思わしくない。又国連において採択される

条約の中には，人権規約のように義務的な報管内国連機関での検討や，

人権委員会・特別委員会的設置による紛争解決手続の設定を規定してい

るものもある。国際法委員会において一貫した手続で締結された一連の

法典化条約も， 1961年の無国籍の削減に関する条約は，国際司法裁判所

の義務的管轄権を認める紛争解決条項を挿入しているが，それ以外は紛

争解決条項を任意的な選択議定書方式に移行してしまうことが多しし

かもその批准状況は決して良くない。以上国速やユネスコにおいては，

!LOのように機構において締結される条約に統一的に適用される実施を

確保するための制度は，憲章上確立していない。様々な試みはみられる

ものの，必ずしも十分とは言えず，ここで改めて！LOの制度化の重要性

が再確認されるのである。

(5) まとめ

以上の検討から，この過程は国家の個別的行為の集積から成立し，国

際機構の果す役割は補助的・行政的任務に限定されていることが明らか

となった。従って集合的過程において，条約締結は組織的かつ能率的に

運営されているのに対して，個別的過程に入るや批准遅延という現実に

直面することになる。この問題の解決としては，！LO・ユネスコの憲章

規定による条約の議会への提出義務が，最も有効かつ画期的なものと言

える。この制度においても，談会が批准に反対した場合は加盟国に対し

ていかなる条約上の実体的義務を課すことも出来ないが，批准遅延の理

由が主として行政府の行動に求められるところから，かなりの成果を挙

げることが可能となっている。しかもこの制度は，伝統的な条約法の中

に，同意原則における主権国家の自由を制約するという形で，全〈別種

の要素を導入しているとみられる。従って！LO・ユネスコにおける条約

締結は，個別的過程についても単なる補助的・行政的機能に止まらない，

より実質的な機構の介入を実現しているのである。更に！LOでは，条約

の実施を確保する司法的又は準司法的手続の制度化により，条約の締結
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z 履行＝適用の過程は一体として機構の権限下に置かれている。すなわち

多数国間条約という伝統的制度を利用しながらも，主主章上の義務として

従来の条約法にはみられない制度を確立している点で，！LOはむしろ国

際立法への準備段階にあるとみることが適当であろう？

個別的過程におけるこの他の革新的要素としては，同意の表明に対す

る新しい用語の使用が挙げられるが，形式上の変更はあっても同意の表

明という実体にはいささかも変化がみられないところから，実質的に伝

統的条約法に離反する要素は認め難い。しかし多数国間条約の締結が，

その過程及びそこで使用される用語等について，多様化していく傾向に

あることの一例を示すものであり，この動きの中で国際機構における条

約締結の実行が大きな影響力を持つと考えられるのである。

N 結び

以上の検討から．国際機構における多数回開条約の締結手続が伝統的

条約法と異なる点として，次のような特徴を指摘することが出来る。

まず第ーは，イニシアティプ・準備研究・起草までの手続が，全て機

構の機関によって行なわれていることである。そして多くの機構では，

設立条約又は内部規則により．この過程の手続が組織的かつ体系的に統

ーされている。条約締結手続の明文規定に欠ける機構においても，条約

締結の実行が機構内の慣行を形成し，統一的な手続が確立していく可能

性が大きい？このような特徴は伝統的条約法を変更するような性格のも

のとは考えられないが，条約の準備・起草段階における手続の組織化・

体系化が．いかに条約作成を容易にL，かつ国際社会の規範定立を安定

させているかは明らかであろう。

第二の特徴は，伝統的な条約締結手続を変更するような傾向が，一部

の機構に見られ始めたことである。それはまず機構の総会による条文の

採択であり，国家代表による署名の省略，そして条約に対する同意の表

明方法の多様化である。総会による条文採択は，総会が一国一票制を採
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っている限り，実質的には伝統的な国際会議における採択と変るところ

はなし従って単なる形式的変更にすぎないとも言われている？しかし

総会が三者構成をとる！LOの場合は，従来の条約法には見られない新し

い要素を導入しているのであり，明らかに実質的変更を伴っている。又

他の機構においても，総会の条文採択は，次の国家代表による署名の省

略を実現する前提として不可欠なのである。国家代表による署名の省略

は，署名の法的効果である条約本文の認証主体を，国家機関から機構の

機関へと移行している点で，第ーの特徴を更に発展させたものであると

同時に，締結手続の実質的変更とみられる。又署名の省略は，承認・加

入等の同意の表明方法の多様化によってももたらされている。しかしこ

の場合は認証主体の変更という要素は認められず，手続の簡略化・多様

化により国家の選択を可能にして，その結果同意の表明を容易にすると

いう効果に基つ引いている。

最後に第三の特徴として，採択された条約の国内議会への提出義務が

設けられている場合が挙げられる。これは同意原則における主権国家の

自由への制約，特に行政機関の判断の自由を奪うという形で，設立憲章

によって加盟国に課されている。このような義務の設定は，伝統的な条

約締結手続を変更するばかりでなく，国家の自由を保証した同意原則を

基本とする条約法とは異質の，もはや条約法とはなじまない要素を内包

していると考えられる。この点て・，国際機構における多数国間条約の締

結は，条約法の枠組を越えて，国際立法への準備段階たる第一歩を既に

踏み出し始めているとみることは可能であろう。

以上のような国際機構における多数国間条約の締結手続の特徴は，国

際機構の国際法定立のメカニズム，ひいては国際機構による国際社会的

組織化の程度を明確にする上で，重要な意味を持っと考えられる。国連

及び専門機関においては，機構の機関の決議という形での法定立は，原

則として対内的作用しか生じない内部規則と，対外的作用はあってもそ

の法的拘束力が必ずしも確立していない技術規則の制定に限定されてい
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る？従って一般的かつ法的に確立した対外的規律を目的とする規範の定

立には，多数国間条約という伝統的法源の使用が不可欠となるのである

が，これに際して国際機構は新しい要素をその締結手続に導入してきた。

すなわち条約の準備起草段階から，機構によっては採択・署名段階ま

でを機構の機関の行動とし，国家に残きれているのは同意の表明という，

現象的には個別的かつ一方的行為的みとしている？更に若干の機構では，

同意の表明や条約の実施においてさえ，機構の介入により加盟国的自由

を制約することが可能とされている。このように国際機構は，法定立活

動において条約という伝統的法源を利用しているだけでなしその締結

過程への継続的介入によって手続の実質的変更をもたらし，謂わば多数

国間条約を自らの法定立の手段として相応わしいものへと変質させてき

たと言えよう？しかし内部規則や技術規則の場合とは異なり，そこでは

やはり同意原則が基本となっており，多数国間条約の本質的性格は維持

されている。従って，伝統的条約法とは異なる手続により国際機構にお

いて締結される多数回開条約というものは，伝統的国際法に対して国際

社会の組織化が進展していく過程での，一つの妥協として実現している

とみられる。ただし国連及ぴ専門機関だけをとってみても，！LOのよう

に伝統的手続を大きく変更して国際立法への準備的段階にある機構もあ

れば，！CAOの如〈機構の役割は行政的任務に限定されて伝統的締結手

続的大部分を維持している機構もある。このような相違はそれぞれの機

構の目的・任務に由来するのであり，特に規範定立が機構の活動に占め

る重要性と密接な関連があると認められよう。すなわち機構における規

範定立の必要性が条約締結過程の組織化を促L，その結果として伝統的

手続が変更を受けると考えられるが，変更の規模や範囲は機構によって

かなり異なっているということが，国連及ぴ専門機関における多数国間

条約の締結過程の検討から，明らかになっているのである。

(1984年 5月初日）
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THE MULTILATERAL TREATY-MAKING PROCESS 

IN THE UNITED NATIONS 

AND THE SPECIALIZED AGENCIES 

~Summary~ 

Azusa Shinohara 

This article国msto describe the mult!lateral treaty-making process 

in intematinal orgamzat10ns, and to analyse the procedures employed 

there To this end, systems and pracllces m the United Nallons四 dsome 

of its Specialized Agencies (!LO, UNESCO, WHO, FAO, IMCO, !CAO) 

will be exanuned. 

The observations here can be summarized as follows: 

(I) In the preparing田 ddrafting stages, all the works are done by出e

unilateral acts of the org阻 1zat10nalmost白roughthe uniform and 

systematic procedures of each organization. 

(2) In some organizations, the texts are adopted and authenticated 

叫soby the acts of the orgar山ationswith a number of procedural 

deviations from the traditronal law of trea祖国．

(3) Member stat白 areunder the constitutional obligation to present 

世田 treatiesto the domestic legislatures wrthrn由edecided period 

in !LO叩 dUNESCO, which tends to restrict出esovereign righ臼

of由egovernments of the member states 

Finally, it rs concluded出at世田 degreeof institutional1zat10n m吐le

mult!lateral treaty-m誌ingprocess varies depending on血enece田ityof 

norm-creatrng activites to realize the purposes of each org叩 ization.


